
●詳しくは裏面をご覧ください。

長期・安定的な事業資金の供給により、事業の発展を支援します。

このような取り組みを行っている方は、ぜひご検討ください。

保証限度額 保証期間

４億５，０００万円 ２年以上７年以内
※私募債の発行限度額５億６，０００万円の８０％

ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に積極的に取り組む中小企業者向けに
通常の特定社債保証制度より保証料率を０．２％優遇する制度です。

特定社債
保証制度

育てます小さな信用　守ります大きな信用

室温基準を定めるなど、
快適なオフィス環境に努めている。

女性も働きやすく、
活躍できる環境を実現している。

社外取締役を設置、業務への
的確なアドバイスを受けている。

２０２４年７月１日現在



ＥＳＧ型特定社債保証の概要
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次の⑴から⑶のいずれかに該当する中小企業者
⑴純資産額が５千万円以上３億円未満であり、以下の①または②のいずれか１項目および③または④のい
　ずれか１項目を充足すること。
①自己資本比率が２０％以上であること。
②純資産倍率が２．０倍以上であること。
③使用総資本事業利益率が１０％以上であること。
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが２．０倍以上であること。
⑵純資産額が３億円以上５億円未満であり、以下の①または②のいずれか１項目および③または④のいず
　れか１項目を充足すること。
①自己資本比率が２０％以上であること。
②純資産倍率が１．５倍以上であること。
③使用総資本事業利益率が１０％以上であること。
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが１．５倍以上であること。
⑶純資産額が５億円以上であり、以下の①または②のいずれか１項目および③または④のいずれか１項目
　を充足すること。
①自己資本比率が１５％以上であること。
②純資産倍率が１．５倍以上であること。
③使用総資本事業利益率が５％以上であること。
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが１．０倍以上であること。
※各指標については、保証協会への申込み日の直前の決算におけるものとする。

４億５，０００万円

事業資金

２年以上７年以内

発行体所定利率

必要ありません

原則として、保証金額２億円を超える場合は担保が必要となります。

所定の申込資料のほか、「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）型特定社債保証要件確認書」が必要となります。

令和１２年３月３１日まで

料率区分

料率（単位：％）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25

私募債の発行限度額５億６，０００万円の８０％

長期・安定的な事業資金の供給により、事業の発展を支援します。
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ＥＳＧ型特定社債保証制度
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